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１４・５・３

【
請
願
】
小
規
模
通
所
授
産
施
設
制
度

の
拡
充
を
求
め
る
意
見
書
提
出
に
関
す

る
こ
と
に
つ
い
て
＝
三
鷹
ひ
ま
わ
り
共

同
作
業
所
運
営
委
員
長
三
瓶
和
義
さ

ん
、
社
会
福
祉
法
人
お
お
ぞ
ら
会
ア
ク

テ
ィ
ビ
テ
ィ
セ
ン
タ
U

は
ば
た
け
施
設

長
三
浦
明
雄
さ
ん
、
グ
ル
U

プ
ホ
U

ム

か
み
れ
ん
世
話
人
吉
川
五
月
さ
ん
、
巣

立
ち
会
事
務
局
長
田
尾
有
樹
子
さ
ん
、

み
た
か
共
同
作
業
所
運
営
委
員
長
一
瀬

清
さ
ん
、
リ
ビ
ン
グ
ハ
ウ
ス
マ
ム
施
設

長
倉
井
和
子
さ
ん
が
14
年
２
月
27
日
提

出

（
14
年
３
月
28
日
現
在
）

〈
請
願
（
陳
情
）
の
で
き
る
人
〉

請
願
（
陳
情
）
を
す
る
権
利
は
、
誰
で
も
が
行
使
で
き
ま
す
の
で
、
未
成
年
者

や
日
本
に
住
む
外
国
人
も
提
出
で
き
ま
す
。

ま
た
、
権
利
能
力
の
な
い
社
団
（
法
人
で
な
い
Ｐ
Ｔ
Ａ
な
ど
）、
市
内
に
住
所

を
有
し
な
い
人
で
も
提
出
で
き
ま
す
。

〈
書
き
方
〉

請
願
（
陳
情
）
書
は
日
本
語
を
用
い
て
、
文
書
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
縦
書

き
、
横
書
き
な
ど
の
書
き
方
は
特
に
定
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
記
載
し
て
い
た
だ

く
事
項
は
次
の
と
お
り
で
す
（
書
式
例
は
左
図
を
参
照
）。

〈
記
載
事
項
〉

１
　
件
名

２
　
請
願
（
陳
情
）
の
趣
旨

表紙

＜書式例＞

と
　
じ
　
る

本文

と
　
じ
　
る

（件名）
 　　○○○○○について
（趣旨）

（提出者）
 　住所　○○市○○町○－○－○
 　氏名　○○○○○　印
 　電話　123－456－7890
 　　ほか　○人

三鷹市議会議長　○○○○○殿

平成○年○月○日と
　
じ
　
る

５cmくらいあける

請願書
（陳情書）

（件名）
 　　○○○○○について

紹介議員
 　○○○○○
 　※署名または記名・押印

署名簿

と
　
じ
　
る

（件名）
 　　○○○○○について
（趣旨）

三鷹市議会議長　○○○○○殿

平成○年○月○日

住　　所 氏　名 印

３
　
提
出
年
月
日

４
　
請
願
（
陳
情
）
者
の
住
所
と
氏
名

５
　
請
願
（
陳
情
）
者
の
押
印

６
　
紹
介
議
員
の
署
名
ま
た
は
記
名
、
押
印
（
陳
情
の
場
合
は
必
要
あ
り
ま

せ
ん
）

署
名
簿
の
あ
る
場
合
は
、
請
願
（
陳
情
）
書
の
あ
と
に
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
請
願
（
陳
情
）
署
名
者
は
、
住
所
・
氏
名
を
記
入
の
上
、
必
ず
押
印
し

て
く
だ
さ
い
。
本
市
議
会
で
は
、
押
印
の
無
い
も
の
は
無
効
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
署
名
者
が
、
請
願
（
陳
情
）
の
趣
旨
に
賛
同
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
よ
う
に
、
各
署
名
用
紙
に
請
願
（
陳
情
）
の
趣
旨
を
記
載
す
る
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。

〈
受
　
付
〉

請
願
（
陳
情
）
に
つ
い
て
は
、
平
日
の
午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５
時
ま
で
、

議
会
事
務
局
（
市
役
所
３
階
）
で
受
付
を
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
提
出
の
時
期
と
し
て
は
、
３
月
（
た
だ
し
、
２
月
に
始
ま
る
場
合
も

あ
り
ま
す
。）
・
６
月
・
９
月
・
12
月
の
各
定
例
会
の
前
に
、
提
出
さ
れ
る
の

が
最
適
で
す
。

三
鷹
市
議
会
で
は
、
平
成
10
年
度
か
ら
¡
三
鷹
市
シ
ル
バ
U

人
材
セ

ン
タ
U

を
通
じ
て
、
市
内
の
各
ご
家
庭
に
議
会
だ
よ
り
を
お
届
け
し
て

い
ま
す
。

ま
た
、
目
の
不
自
由
な
市
民
の
方
を
対
象
に
「
声
の
議
会
だ
よ
り
」

を
発
行
し
、
市
議
会
が
よ
り
身
近
な
も
の
に
な
る
よ
う
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。

本
号
及
び
配
布
に
関
す
る
ご
意
見
等
は
、
議
会
事
務
局
ま
で
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

三
鷹
市
議
会
事
務
局

電
話
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
44
―
０
２
４
９

会
代
表
上
野
か
よ
子
さ
ん
が
13
年
９
月

６
日
提
出

【
請
願
】
「
心
身
障
害

者
施
設
緊
急
整
備
３
カ

年
計
画
」
の
延
長
・
拡

充
を
求
め
る
意
見
書
提
出
に
関
す
る
こ

と
に
つ
い
て
＝
三
鷹
ひ
ま
わ
り
共
同
作

業
所
運
営
委
員
長
三
瓶
和
義
さ
ん
、
社

会
福
祉
法
人
お
お
ぞ
ら
会
ア
ク
テ
ィ
ビ

テ
ィ
セ
ン
タ
U

は
ば
た
け
施
設
長
三
浦

明
雄
さ
ん
、
グ
ル
U

プ
ホ
U

ム
か
み
れ

ん
世
話
人
吉
川
五
月
さ
ん
、
巣
立
ち
会

事
務
局
長
田
尾
有
樹
子
さ
ん
、
み
た
か

共
同
作
業
所
運
営
委
員
長
一
瀬
清
さ

ん
、
リ
ビ
ン
グ
ハ
ウ
ス
マ
ム
施
設
長
倉

井
和
子
さ
ん
が
14
年
２
月
27
日
提
出

【
請
願
】
有
事
法
制
に
反
対
す
る
こ
と

に
つ
い
て
＝
三
鷹
平
和
委
員
会
事
務
局

長
東
健
郎
さ
ん
、
三
鷹
民
主
商
工
会
会

長
澤
±

郁
夫
さ
ん
、
新
日
本
婦
人
の
会

三
鷹
支
部
支
部
長
安
藤
明
子
さ
ん
、
原

水
爆
禁
止
三
鷹
協
議
会
会
長
小
川
秀
男

さ
ん
が
14
年
２
月
27
日
提
出
（
本
会
議

即
決
）

【
請
願
】
三
鷹
市
立
幼

稚
園
全
廃
の
方
針
の
撤

回
を
求
め
る
こ
と
に
つ

い
て
＝
三
鷹
市
立
幼
稚
園
保
護
者
交
流

市
議
会
へ
の

　
請
願
・
陳
情
の
し
か
た

市
議
会
へ
の

　
請
願
・
陳
情
の
し
か
た

第
１
回
定
例
会
に
意
見
書
７
件
、

決
議
１
件
が
提
案
さ
れ
、
意
見
書
３

件
、
決
議
１
件
が
可
決
さ
れ
た
。

Ω
品
質
表
示
に
関
す
る
意
見
書

輸
入
牛
肉
を
国
産
牛
肉
と
偽
っ
た

雪
印
食
品
に
よ
る
偽
装
牛
肉
事
件
で

は
、
ラ
ベ
ル
を
張
り
替
え
て
産
地
や

加
工
日
を
変
え
る
等
の
不
正
も
発
覚

し
て
い
る
。
絶
対
に
許
さ
れ
な
い
行

為
で
あ
る
。

食
肉
卸
大
手
の
ス
タ
U

ゼ
ン
が
豚

肉
な
ど
の
表
示
を
偽
っ
て
販
売
し
て

い
た
事
件
な
ど
、
社
会
的
に
責
任
を

負
う
べ
き
食
品
業
者
が
、
信
じ
難
い

不
正
行
為
を
日
常
的
に
行
っ
て
い
た

と
す
る
な
ら
ば
、
消
費
者
は
当
然
の

こ
と
な
が
ら
食
肉
の
品
質
表
示
全
体

に
対
し
て
大
き
な
不
信
を
抱
か
ざ
る

を
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
食
肉
に

対
す
る
品
質
表
示
へ
の
信
頼
を
回
復

す
る
こ
と
が
当
面
の
緊
急
課
題
で
あ

る
。か

つ
て
「
有
機
野
菜
」
を
め
ぐ
る

表
示
が
混
乱
し
た
と
き
に
、
日
本
農

林
規
格
（
Ｊ
Ａ
Ｓ
）
法
を
改
正
し
、

「
有
機
Ｊ
Ａ
Ｓ
」
規
格
を
つ
く
り
、

国
が
認
め
た
認
証
機
関
の
審
査
に
合

格
し
な
い
と
「
有
機
」
と
名
の
れ
な

く
し
た
う
え
、
違
反
者
へ
の
罰
則
も

設
け
た
。
こ
の
改
正
に
よ
っ
て
、

「
有
機
野
菜
」
は
不
適
切
な
表
示
の

解
消
と
信
頼
回
復
に
大
き
な
効
果
を

あ
げ
て
い
る
。

よ
っ
て
、
本
市
議
会
は
、
政
府
に

対
し
、
食
肉
に
つ
い
て
も
、
生
産
者

へ
の
信
頼
を
高
め
、
消
費
者
が
安
心

し
て
食
肉
を
購
入
で
き
る
よ
う
に
す

る
た
め
に
、
二
度
と
こ
の
よ
う
な
不

正
表
示
事
件
が
発
生
す
る
こ
と
が
な

い
よ
う
に
、
品
質
表
示
の
仕
組
み
そ

の
も
の
を
抜
本
的
に
改
め
、
信
頼
で

き
る
制
度
と
し
て
確
立
す
る
よ
う
要

望
す
る
も
の
で
あ
る
。

Ω
一
連
の
疑
惑
事
件
の
徹
底
的
な
解

明
と
あ
っ
せ
ん
利
得
処
罰
法
の
改

正
に
関
す
る
意
見
書

昨
年
末
か
ら
今
年
に
か
け
て
、

政
・
財
・
官
の
癒
着
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル

事
件
が
次
々
と
明
ら
か
に
な
り
、
政

治
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
が
大
き
く

揺
ら
い
で
い
る
。

現
行
の「
あ
っ
せ
ん
利
得
処
罰
法
」

は
中
尾
元
建
設
大
臣
が
受
託
収
賄
罪

で
逮
捕
さ
れ
る
な
ど
政
治
腐
敗
に
対

す
る
世
論
の
厳
し
い
批
判
が
高
ま
っ

た
中
で
、
政
治
と
金
銭
を
透
明
か
つ

公
正
な
も
の
と
す
る
こ
と
を
目
的
に

２
０
０
０
年
11
月
に
制
定
さ
れ
た
。

し
か
し
、
犯
罪
の
主
体
を
国
会
議

員
、
公
設
秘
書
、
首
長
、
自
治
体
議

員
に
限
定
し
た
り
、
あ
っ
せ
ん
対
象

を
許
認
可
や
契
約
に
限
る
な
ど
と
し

た
た
め
、
法
の
有
効
性
は
極
め
て
限

定
さ
れ
た
も
の
に
な
り
、
厳
格
に
適

用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
現
実
の

事
態
に
大
き
な
「
抜
け
道
」
を
与
え

る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

今
回
の
一
連
の
疑
惑
は
、
私
設
秘

書
や
元
秘
書
が
議
員
の
人
脈
を
利
用

し
て
暗
躍
し
た
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ

る
。
政
治
家
に
よ
っ
て
は
相
当
数
の

「
私
設
秘
書
」
を
抱
え
て
活
動
し
て

い
る
の
が
実
態
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
私
設
秘
書
を
法
律
か
ら
外
し
た

こ
と
に
つ
い
て
は
、
現
行
法
が
制
定

さ
れ
た
当
初
か
ら
真
の
政
治
浄
化
に

有
効
、
適
切
に
作
用
し
な
い
恐
れ
が

あ
る
と
強
く
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
本
市
議
会
は
、
政
府
に

対
し
、
政
治
へ
の
信
頼
を
回
復
す
る

た
め
に
、
こ
の
間
明
ら
か
に
な
っ
た

一
連
の
疑
惑
事
件
に
つ
い
て
徹
底
的

に
真
相
を
解
明
し
て
、
構
造
汚
職
の

根
幹
を
断
ち
切
る
と
と
も
に
、「
あ

っ
せ
ん
利
得
処
罰
法
」を
改
正
し
て
、

私
設
秘
書
を
法
律
適
用
の
対
象
に
す

る
な
ど
、
よ
り
現
実
的
で
実
効
性
の

あ
る
も
の
と
す
る
よ
う
に
求
め
る
も

の
で
あ
る
。

Ω
地
球
温
暖
化
防
止
対
策
の
推
進
と

「
京
都
議
定
書
」
早
期
批
准
・
発

効
を
求
め
る
意
見
書

２
０
０
１
年
11
月
に
モ
ロ
ッ
コ
の

マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
開
か
れ
た
気
候
変
動

枠
組
条
約
第
７
回
締
約
国
会
議
（
Ｃ

Ｏ
Ｐ
７
）
で
は
、
「
京
都
議
定
書
」

の
具
体
的
な
運
用
ル
U

ル
に
合
意
し

た
。
課
題
も
残
っ
て
い
る
が
、「
京

都
議
定
書
」
先
進
各
国
の
批
准
と
２

０
０
２
年
発
効
に
向
け
大
き
く
動
き

出
し
た
。

気
候
変
動
は
こ
れ
ま
で
の
予
想
を

超
え
る
速
度
で
進
行
し
て
お
り
、
南

太
平
洋
の
島
国
で
は
移
住
を
迫
ら
れ

る
と
こ
ろ
も
出
て
い
る
。
地
球
温
暖

化
防
止
は
、「
南
」
の
国
々
（
発
展

途
上
国
）
と
将
来
世
代
に
対
し
て
、

今
を
生
き
る
私
た
ち
の
責
務
で
あ

る
。
人
々
は
、
２
０
０
２
年
に
「
京

都
議
定
書
」
が
発
効
し
、
世
界
が
協

調
し
て
地
球
温
暖
化
防
止
に
取
り
組

む
こ
と
を
強
く
願
っ
て
い
る
。

日
本
は
「
Ｃ
Ｏ
Ｐ
３
」
の
議
長
国

と
し
て
国
際
交
渉
の
場
で
、
リ
U

ダ

U

シ
ッ
プ
を
発
揮
す
る
こ
と
を
期
待

さ
れ
る
特
別
な
立
場
に
あ
る
と
と
も

に
、
そ
の
批
准
が
「
京
都
議
定
書
」

の
発
効
に
不
可
欠
で
あ
る
。

本
年
８
月
26
日
か
ら
９
月
４
日
に

か
け
て
開
催
さ
れ
る
「
持
続
可
能
な

開
発
に
関
す
る
世
界
首
脳
会
議
（
ヨ

ハ
ネ
ス
ブ
ル
グ
サ
ミ
ッ
ト
）」
の
期

間
中
に
「
京
都
議
定
書
」
を
発
効
さ

せ
る
た
め
に
、
要
件
で
あ
る
批
准
か

ら
90
日
間
を
満
た
す
よ
う
、
５
月
末

日
ま
で
に
は
日
本
の
批
准
を
確
実
に

済
ま
す
こ
と
が
、
政
府
に
求
め
ら
れ

て
い
る
。

ま
た
国
会
で
の
批
准
承
認
の
際
に

は
、「
京
都
議
定
書
」
の
目
標
達
成

を
担
保
す
る
法
律
と
し
て
、
今
後
の

対
策
の
行
程
表
を
含
む
地
球
温
暖
化

防
止
対
策
推
進
法
の
改
正
を
同
時
に

行
う
べ
き
で
あ
る
。

さ
ら
に
政
府
に
は
、「
京
都
議
定

書
」
の
第
一
約
束
期
間
が
始
ま
る
２

０
０
８
年
に
向
け
て
、
環
境
へ
の
負

荷
が
小
さ
い
自
然
エ
ネ
ル
ギ
U

（
風

力
、
太
陽
光
・
熱
、
バ
イ
オ
マ
ス
、

小
水
力
）
の
普
及
を
促
進
す
る
た
め

の
法
制
度
な
ど
個
別
法
の
制
定
・
改

正
や
税
財
政
措
置
を
早
め
に
実
施
し

て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

よ
っ
て
、
本
市
議
会
は
、
政
府
に

対
し
、
ヨ
ハ
ネ
ス
ブ
ル
グ
サ
ミ
ッ
ト

で
「
京
都
議
定
書
」
を
発
効
さ
せ
る

べ
く
、
５
月
末
日
ま
で
に
確
実
に
日

本
の
批
准
を
済
ま
せ
、
同
時
に
「
京

都
議
定
書
」
の
目
標
を
担
保
す
る
法

律
と
し
て
地
球
温
暖
化
防
止
対
策
推

進
法
の
改
正
を
行
い
、
さ
ら
に
２
０

０
８
年
に
向
け
て
個
別
法
の
制
定
・

改
正
や
税
財
政
措
置
を
早
め
に
実
施

す
る
よ
う
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

Ω
多
摩
地
域
の
保
健
所
再
編
整
備
案

に
反
対
す
る
決
議

保
健
所
は
、
地
域
に
お
け
る
保
健

衛
生
行
政
の
中
心
的
機
関
と
し
て
、

多
摩
地
域
住
民
の
健
康
の
保
持
及
び

増
進
を
図
る
た
め
、
多
様
な
保
健
衛

生
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
東
京
都
は
、
住

民
に
対
す
る
保
健
、
医
療
、
福
祉
の

サ
U

ビ
ス
は
住
民
に
身
近
な
市
町
村

が
行
う
べ
き
で
あ
る
と
の
考
え
か

ら
、
平
成
12
年
８
月
に
『
衛
生
局
改

革
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
（
第
二
次
）』

を
発
表
し
た
。
こ
の
中
で
多
摩
地
域

の
都
立
保
健
所
を
、
二
次
保
健
医
療

圏
に
１
カ
所
の
「
新
基
幹
型
保
健
所

（
仮
称
）」
に
再
編
整
備
し
、
都
は
地

域
保
健
医
療
の
推
進
、
市
町
村
支
援

及
び
健
康
危
機
管
理
等
の
役
割
を
担

う
こ
と
と
し
た
。
さ
ら
に
平
成
13
年

10
月
に
『
21
世
紀
の
東
京
都
保
健
所

〜
多
摩
地
域
の
保
健
サ
U

ビ
ス
の
再

構
築
に
向
け
て
〜
』
を
発
表
し
、
現

行
の
都
立
12
保
健
所
を
平
成
15
年
度

に
は
５
保
健
所
に
再
編
整
備
し
、
こ

れ
に
人
口
30
万
人
以
上
の
八
王
子
市

と
町
田
市
に
そ
れ
ぞ
れ
１
カ
所
の
市

立
保
健
所
の
設
置
を
推
進
し
て
い

る
。し

か
し
、
多
摩
地
域
の
保
健
医
療

の
実
態
を
見
る
と
、
保
健
業
務
が
少

し
ず
つ
市
町
村
に
移
管
さ
れ
つ
つ
あ

る
も
の
の
、
保
健
医
療
の
専
門
性
や

都
が
保
有
す
る
医
療
知
見
の
蓄
積
を

有
効
活
用
す
る
な
ど
の
面
か
ら
、
依

然
と
し
て
都
立
保
健
所
が
市
民
に
と

っ
て
は
重
要
な
保
健
行
政
機
関
で
あ

る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

さ
ら
に
は
、
現
在
、
特
別
区
の
区

域
に
は
24
保
健
所
が
存
在
す
る
こ
と

と
照
ら
し
合
わ
せ
て
も
、
都
の
再
編

案
に
よ
る
７
保
健
所
は
、
人
口
規
模

か
ら
見
て
適
正
配
置
と
は
思
わ
れ
な

い
。
ま
た
、
地
域
保
健
法
は
、
保
健

所
の
所
管
区
域
の
設
定
に
あ
た
り
、

保
健
医
療
と
社
会
福
祉
の
そ
れ
ぞ
れ

の
施
策
に
つ
い
て
有
機
的
な
連
携
が

図
れ
る
よ
う
に
定
め
る
こ
と
と
し
て

い
る
が
、
比
較
的
面
積
の
広
い
多
摩

地
域
に
お
い
て
、
こ
の
配
置
数
で
は

連
携
確
保
に
支
障
を
き
た
す
の
で
は

な
い
か
と
懸
念
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
諸
事
情

を
十
分
検
証
し
、
か
つ
市
町
村
の
意

見
を
十
分
聴
取
の
う
え
、
こ
の
種
の

再
編
案
を
策
定
す
べ
き
も
の
と
考
え

る
。よ

っ
て
、
本
市
議
会
は
、
今
回
の

東
京
都
の
多
摩
地
域
の
保
健
所
再
編

整
備
案
に
断
固
反
対
し
、
撤
回
を
強

く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

【
否
決
さ
れ
た
意
見
書
】

・
児
童
扶
養
手
当
の
抑
制
の
見
直
し

を
求
め
る
意
見
書

・
患
者
負
担
増
を
押
し
つ
け
る
「
医

療
制
度
改
革
」
に
反
対
す
る
意
見

書
・
慢
性
肝
炎
、
肝
硬
変
・
ヘ
パ
ト
U

ム
の
医
療
費
助
成
存
続
を
求
め
る

意
見
書

・
ホ
U

ム
レ
ス
の
命
と
健
康
を
守
る

た
め
、
ホ
U

ム
レ
ス
問
題
対
策
法

の
制
定
を
求
め
る
意
見
書

保健所は地域の保健サービスの中心的機関だ

……東京都三鷹武蔵野保健所

た

だ

い

ま

審

査

中

不
採
択
に
な
っ
た
請
願

文
　
教

委
員
会

厚
　
生

委
員
会


